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結
果
的
加
重
犯
と
責
任
主
義

井

上

宜

裕

序
論

Ⅰ

わ
が
国
に
お
け
る
問
題
状
況

一

基
本
犯
と
加
重
結
果
の
関
係

二

責
任
主
義
と
の
調
和
の
試
み

Ⅱ

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
問
題
状
況

一

故
意
と
過
失
の
区
別

二

超
過
さ
れ
た
故
意
」

結
論
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序

論

結
果
的
加
重
犯
は
責
任
主
義
の
例
外
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
わ
が
国
の
判
例
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
基
本
犯
と
加
重
結
果
と
の
間

に
条
件
関
係
が
あ
れ
ば
足
り
る
と
す
る
立
場
を
採
る
場
合
、
こ
れ
は
結
果
責
任
を
肯
定
す
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
明
ら
か
に
責
任
主
義
に
抵

触
す
る
。

そ
こ
で
、
わ
が
国
の
学
説
は
、
基
本
犯
と
加
重
結
果
と
の
間
に
単
な
る
条
件
関
係
で
は
な
く
、
相
当
因
果
関
係
を
要
求
し
、
さ
ら
に
は
、

加
重
結
果
に
対
す
る
過
失
を
要
求
す
る
こ
と
で
、
責
任
主
義
と
の
調
和
を
試
み
た
。

確
か
に
、
条
件
関
係
の
み
に
よ
る
広
範
な
加
重
結
果
の
認
定
に
対
し
て
、
相
当
因
果
関
係
及
び
過
失
の
要
求
は
、
結
果
的
加
重
犯
の
成
立

範
囲
を
一
定
程
度
限
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
加
重
結
果
に
対
す
る
過
失
の
要
求
に
よ
っ
て
、
結
果
的
加
重
犯
は
、
行
為
者
の
主
観
面
が
全
く

及
ん
で
い
な
い
結
果
を
根
拠
に
刑
を
加
重
す
る
結
果
責
任
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
批
判
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る１

）。

と
は
い
え
、
過
失
の
要
求
の
み
で
、
結
果
的
加
重
犯
と
責
任
主
義
と
の
関
係
が
全
て
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
結
果
的
加
重
犯
の
法
定

刑
の
高
さ
が
、
行
為
者
の
責
任
と
均
衡
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
依
然
と
し
て
、
結
果
的
加
重
犯
は
責
任
主
義
に
抵
触
し
て
い
る
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い２

）。
こ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
結
果
的
加
重
犯
規
定
が
、
解
釈
論
に
お
い
て
、
責
任
主
義
と
調
和
し
う
る
か
が
問
わ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
結
果
的
加
重
犯
を
め
ぐ
る
わ
が
国
の
判
例
・
学
説
の
動
向
を
概
観
し
た
上
で
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
と
の
比
較
を
行
う
。
フ
ラ
ン

ス
刑
法
で
は
、
故
意
論
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
意
思
説
が
広
く
採
用
さ
れ
て
お
り
、
故
意
犯
の
成
立
範
囲
が
き
わ
め
て
厳
格
に
限
定
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
は
、
い
わ
ゆ
る
未
必
の
故
意
も
過
失
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
故
意
と
過
失
の
区
別
を
採
用
し
て
い
る
フ

ラ
ン
ス
に
お
い
て
結
果
的
加
重
犯
類
型
は
い
か
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
わ
が
国
で
結
果
的
加
重
犯
と
責
任
主
義

の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
際
、
特
に
責
任
主
義
と
の
調
和
を
図
る
た
め
に
要
求
さ
れ
る
過
失
の
内
実
を
考
え
る
上
で
き
わ
め
て
有
益
な
示

（法政研究78-３- ）2 348

論 説



唆
を
も
た
ら
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

Ⅰ

わ
が
国
に
お
け
る
問
題
状
況

一

基
本
犯
と
加
重
結
果
の
関
係

１

判
例
の
動
向

わ
が
国
で
は
、
結
果
的
加
重
犯
に
関
し
て
、
基
本
犯
と
加
重
結
果
と
の
間
に
は
条
件
関
係
が
あ
れ
ば
足
り
、
加
重
結
果
に
対
す
る
過
失
な

い
し
は
予
見
可
能
性
は
不
要
と
す
る
の
が
判
例
の
立
場
と
解
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
最
高
裁
昭
和
二
五
（
一
九
五
〇
）
年
三
月
三
一
日
判
決
（
刑
集
四
・
三
・
四
六
九
）
は
、
被
告
人
の
暴
行
や
そ
れ
に
よ
っ
て
与

え
た
創
傷
そ
れ
だ
け
で
は
致
命
的
で
は
な
い
が
、
被
害
者
が
脳
梅
毒
に
か
か
っ
て
お
り
高
度
の
病
的
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
脳
の
組
織

の
崩
壊
が
起
こ
っ
た
結
果
、
死
亡
し
た
と
い
う
事
案
で
、

被
告
人
の
行
為
に
よ
つ
て
脳
組
織
の
崩
壊
を
来
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
従
つ
て

被
告
人
の
行
為
と
被
害
者
の
死
亡
と
の
間
に
因
果
関
係
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
つ
て
か
か
る
判
断
は
毫
も
経
験
則
に
反
す
る
も
の

で
は
な
い
。
又
被
告
人
の
行
為
が
被
害
者
の
脳
梅
毒
に
よ
る
脳
の
高
度
の
病
的
変
化
と
い
う
特
殊
の
事
情
さ
え
な
か
つ
た
な
ら
ば
致
死
の
結

果
を
生
じ
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
被
告
人
が
行
為
当
時
そ
の
特
殊
事
情
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
ま
た
予
測
も
で
き
な
か

つ
た
と
し
て
も
そ
の
行
為
が
そ
の
特
殊
事
情
と
相
ま
つ
て
致
死
の
結
果
を
生
ぜ
し
め
た
と
き
は
そ
の
行
為
と
結
果
と
の
間
に
因
果
関
係
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。

ま
た
、
最
高
裁
昭
和
四
六
（
一
九
七
一
）
年
六
月
一
七
日
判
決
（
刑
集
二
五
・
四
・
五
六
七
）
は
、
被
告
人
の
暴
行
と
被
害
者
の
死
亡
と

の
因
果
関
係
を
否
定
し
た
原
判
決
に
対
し
て
、

た
と
い
、
原
判
示
の
よ
う
に
、
被
告
人
の
本
件
暴
行
が
、
被
害
者
の
重
篤
な
心
臓
疾
患
と
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い
う
特
殊
の
事
情
さ
え
な
か
つ
た
な
ら
ば
致
死
の
結
果
を
生
じ
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
と
認
め
ら
れ
、
し
か
も
、
被
告
人
が
行
為
当
時
そ
の
特

殊
事
情
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
ま
た
、
致
死
の
結
果
を
予
見
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
つ
た
も
の
と
し
て
も
、
そ
の
暴
行
が
そ
の
特
殊
事
情

と
あ
い
ま
つ
て
致
死
の
結
果
を
生
ぜ
し
め
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
以
上
、
そ
の
暴
行
と
致
死
の
結
果
と
の
間
に
因
果
関
係
を
認
め
る
余
地
が

あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
、
差
し
戻
し
た
。

こ
の
よ
う
に
わ
が
国
の
判
例
は
、
被
害
者
の
側
の
特
殊
事
情
に
つ
い
て
、
予
見
可
能
性
の
有
無
を
問
題
と
し
て
お
ら
ず
、
相
当
因
果
関
係

説
主
観
説
や
折
衷
説
で
は
説
明
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
因
果
関
係
を
肯
定
し
て
い
る３

）。
そ
の
意
味
で
、
判
例
の
立
場
は
、
過
失
不
要
説４

）で
あ
り

か
つ
条
件
説
的５

）で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

２

学
説
の
動
向

こ
の
よ
う
な
判
例
の
動
向
に
対
し
て
、
学
説
の
多
数
は
、
加
重
結
果
に
対
す
る
過
失
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
責
任
主
義
と
の
調
和
を

図
ろ
う
と
す
る
。

他
方
、
学
説
の
一
部
で
、
相
当
因
果
関
係
説
を
採
用
す
る
こ
と
で
帰
責
範
囲
を
限
定
す
れ
ば
十
分
で
あ
り
、
さ
ら
に
加
重
結
果
に
対
し
て

過
失
を
要
求
す
る
必
要
は
な
い
と
す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る６

）。

例
え
ば
、
植
松
正
は
、
過
失
（
予
見
可
能
性
）
必
要
説
と
不
要
説
を
め
ぐ
っ
て
、

後
説
は
年
来
判
例
の
採
る
見
解
で
あ
り
、
前
説
は
近

時
学
界
に
多
く
の
支
持
者
を
得
つ
つ
あ
る
見
解
で
あ
る
。
思
う
に
、
刑
事
責
任
の
本
質
か
ら
す
れ
ば
、
過
失
ま
た
は
予
見
可
能
性
す
ら
存
し

な
い
結
果
に
つ
い
て
ま
で
責
任
が
あ
る
と
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
前
説
の
主
張
は
一
件
正
当
で
あ
る
か
に
似
て
い
る
け
れ
ど
も
、
元
来
、
そ

の
行
為
の
基
礎
に
は
故
意
行
為
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
故
意
も
過
失
も
な
し
に
発
生
し
た
結
果
に
対
す
る
責
任
を
問
う
の
と
は
同
日
の
談

で
は
な
い
ば
か
り
か
、
後
説
の
説
く
と
こ
ろ
も
、
な
ん
ら
責
任
原
理
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。
一
般
の
故
意
犯
に
お
い
て
も
、
い
や
し
く

も
構
成
要
件
該
当
の
事
実
の
認
識
の
上
に
行
為
す
る
か
ぎ
り
は
、
た
ま
た
ま
結
果
が
意
外
に
重
大
で
あ
っ
た
場
合
（
た
と
え
ば
、
軽
傷
を
与

論 説
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え
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
意
外
の
重
傷
を
発
生
さ
せ
た
場
合
な
ど
。）
に
も
、
そ
の
重
大
な
結
果
に
つ
き
罪
責
を
生
ず
る
の
と
同
理

で
あ
る
。
加
う
る
に
予
見
可
能
性
ま
た
は
過
失
を
要
す
る
と
す
る
こ
と
に
は
、
な
ん
ら
成
文
上
の
根
拠
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の

理
由
に
よ
り
、
後
説
を
正
当
と
し
て
支
持
す
る
。
こ
こ
で
特
に
注
意
す
べ
き
は
、
因
果
関
係
に
つ
き
相
当
因
果
関
係
説
を
採
る
か
ぎ
り
、
こ

の
見
解
に
従
っ
て
も
、
決
し
て
行
為
者
に
対
し
て
過
酷
な
責
任
を
帰
す
る
こ
と
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
す
る７

）。

ま
た
、
藤
木
英
雄
も
、

結
果
的
加
重
犯
の
基
本
た
る
犯
罪
に
つ
い
て
は
故
意
が
あ
り
、
か
つ
そ
の
行
為
の
も
つ
危
険
性
の
射
程
範
囲
内

で
生
じ
た
｜
相
当
因
果
関
係
の
範
囲
内
で
生
じ
た
｜
結
果
に
つ
い
て
、
行
為
者
に
責
任
を
問
う
こ
と
は
、
と
く
に
過
失
を
要
す
る
と
い
う
限

定
を
加
え
る
ま
で
も
な
く
、
社
会
生
活
観
念
上
不
合
理
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
…
…
結
果
的
加
重
犯
は
、
も
と
の
行
為
に
当
然
予
想
さ
れ

る
、
そ
の
射
程
範
囲
内
の
波
及
効
果
が
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
で
は
、
重
い
結
果
を
生
じ
た
こ
と
に
つ
き
行
為
者
の
責
任
に
帰
せ
し
め

う
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
過
失
の
有
無
を
論
ず
る
必
要
は
な
く
、
そ
う
解
し
て
も
、
責
任
主
義
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
」

と
し
て
い
る８

）。

い
ず
れ
の
見
解
も
、
基
本
犯
に
対
し
て
存
す
る
故
意
を
根
拠
に
、
加
重
結
果
の
帰
属
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が９

）、
結
局
は
、

予
見
不
可
能
な
結
果
を
も
行
為
者
に
帰
属
さ
せ
う
る
も
の
で
あ
り
、
結
果
責
任
と
の
誹
り
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
相
当
因
果
関

係
説
が
十
分
な
限
定
機
能
を
持
ち
う
る
の
か
に
つ
い
て
も
検
討
を
要
す
る
。

わ
が
国
で
は
、
過
失
必
要
説
が
多
数
を
占
め
る10

）。
責
任
主
義
と
の
調
和
と
い
う
点
を
考
え
る
な
ら
ば
、
加
重
結
果
に
対
し
て
行
為
者
の
主

観
が
及
ん
で
い
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
基
本
的
に
首
肯
で
き
る
立
場
と
い
え
る
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
刑
法
改
正
の
動
向
を
参
照
す
る
と
、
結
果
が
予
見
不
可
能
な
場
合
を
結
果
的
加
重
犯
か
ら
除
外
す
る
規
定
が
散
見

さ
れ
る11

）。
即
ち
、
改
正
刑
法

案
第
一
二
条
は
、

結
果
ニ
因
リ
刑
ヲ
加
重
ス
ル
罪
ニ
付
テ
ハ
其
ノ
結
果
ノ
發
生
ヲ
豫
見
シ
得
ヘ
カ
リ
シ
場

合
ニ
限
リ
重
キ
ニ
從
テ
處
断
ス
」
と
し
、
改
正
刑
法
準
備
草
案
第
二
一
条
及
び
改
正
刑
法
草
案
第
二
二
条
は
、

結
果
の
発
生
に
よ
つ
て
刑

を
加
重
す
る
罪
に
つ
い
て
、
そ
の
結
果
を
予
見
す
る
こ
と
が
不
能
で
あ
つ
た
と
き
は
、
加
重
犯
と
し
て
処
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
規

（78-３- ）351 5
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定
し
て
い
る
。

一
見
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
い
ず
れ
も
過
失
必
要
説
が
立
法
化
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
行
為
者
標
準
の
予
見
可
能
性
を

要
求
す
る
も
の
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い12

）。

例
え
ば
、
法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
に
よ
る
改
正
刑
法
草
案
の
説
明
で
は
、

予
見
が
不
能
で
あ
っ
た
結
果
に
つ
い
て
ま
で
責
任
を

負
わ
せ
る
こ
と
は
行
為
者
に
と
っ
て
酷
で
あ
り
、
責
任
主
義
の
原
則
に
反
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
結
果
が
予
見
不
能
で
あ
っ
た
か
ど
う

か
は
行
為
の
全
事
情
を
基
礎
と
し
て
客
観
的
に
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
行
為
者
の
主
観
だ
け
が
基
準
と
な
る
の
で
は
な
い
こ
と
、
結
果

に
つ
い
て
予
見
が
不
能
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
場
合
で
も
、
基
本
と
な
る
犯
罪
に
よ
っ
て
処
罰
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
犯
人
が
全
く
処

罰
を
免
れ
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
は
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
本
条
を
新
設
す
る
こ
と
に
決
定
さ
れ
た
」
と
さ
れ
る13

）。

さ
ら
に
、
法
務
省
刑
事
局
の
説
明
に
よ
れ
ば
、

行
為
者
に
対
し
て
重
い
結
果
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
せ
る
た
め
に
は
、
そ
の
結
果
を
予

見
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
る
こ
と
が
、
責
任
主
義
の
原
則
か
ら
み
て
相
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
つ

つ
、

規
定
の
内
容
に
つ
い
て
『
そ
の
結
果
を
予
見
す
る
こ
と
が
不
能
で
あ
つ
た
』
と
は
、
重
い
結
果
に
つ
い
て
過
失
を
必
要
と
す
る
趣
旨

か
、
あ
る
い
は
相
当
因
果
関
係
を
必
要
と
す
る
趣
旨
か
が
明
ら
か
で
な
い
と
の
批
判
が
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
学
説
上
も
見
解
が
分

か
れ
て
お
り
、
責
任
主
義
の
原
則
か
ら
当
然
に
過
失
を
必
要
と
す
る
と
の
結
論
に
帰
着
す
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
実
際
の
適
用
に
特
段
の
差

異
が
生
ず
る
こ
と
も
な
い
の
で
、
そ
の
い
ず
れ
に
解
す
る
か
は
今
後
の
判
例
・
学
説
の
発
展
に
ゆ
だ
ね
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
」
と
さ
れ14

）、
過
失
の
要
求
す
ら
解
釈
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る15

）。
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二

責
任
主
義
と
の
調
和
の
試
み

以
上
の
よ
う
に
、
学
説
の
多
数
は
、
結
果
的
加
重
犯
を
責
任
主
義
と
調
和
さ
せ
る
た
め
、
加
重
結
果
に
対
す
る
過
失
な
い
し
は
予
見
可
能

性
を
要
求
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
結
果
的
加
重
犯
は
、
結
果
責
任
と
の
批
判
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
責
任
主
義
と
の

調
和
は
、
結
果
的
加
重
犯
の
法
定
刑
の
高
さ
と
の
関
係
で
も
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
結
果
的
加
重
犯
を
基
本
犯
た
る
故
意
犯
と
加
重

結
果
に
対
す
る
過
失
犯
の
複
合
形
態
と
捉
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
結
果
的
加
重
犯
が
単
に
故
意
犯
と
過
失
犯
を
足
し
た
場
合
以
上

に
重
く
処
罰
さ
れ
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
根
拠
が
示
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
結
果
的
加
重
犯
の
不
法
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
点
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
危
険
性
説
で
あ
る16

）。

丸
山
雅
夫
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

我
々
は
、
基
本
犯
と
さ
れ
る
犯
罪
の
中
に
重
い
結
果
と
さ
れ
る
事
実
を
発
生
さ
せ
る
よ
う
な
固
有

で
類
型
的
な
危
険
性
を
内
在
さ
せ
て
い
る
犯
罪
類
型
と
し
て
結
果
的
加
重
犯
を
理
解
し
、
そ
の
よ
う
な
危
険
性
の
事
前
的
判
断
に
も
と
づ
い

て
構
成
さ
れ
た
も
の
を
、
一
連
の
結
果
的
加
重
犯
規
定
と
し
て
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
の
立
場
に
お
い
て
は
、

『
基
本
犯
に
内
在
す
る
、
重
い
結
果
発
生
に
つ
い
て
の
類
型
的
な
危
険
性
』
こ
そ
が
、
結
果
的
加
重
犯
の
本
質
的
部
分
（
刑
罰
加
重
根
拠
）

で
あ
り
、
特
有
の
不
法
内
容
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
危
険
性
を
重
視
す
る
こ
と
は
基
本
犯
と
重
い
結
果
と
の
内

的
結
び
つ
き
を
認
め
る
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
、
我
々
の
立
場
は
、
結
果
的
加
重
犯
を
、
故
意
犯
の
部
分
（
基
本
犯
）
の
上
に
過
失
犯
の
部
分

（
重
い
結
果
）
が
単
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
と
し
て
分
割
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
『
内
的
に

統
一
さ
れ
た
犯
罪
類
型
』
と
し
て
把
握
す
る
立
場
で
も
あ
る
。
…
…
重
い
結
果
発
生
に
つ
い
て
の
固
有
の
危
険
性
を
重
視
す
る
危
険
性
説
に

よ
れ
ば
、
実
際
に
発
生
し
た
結
果
は
、
そ
の
よ
う
な
危
険
性
の
現
実
化
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う

な
危
険
性
説
を
基
盤
と
し
て
過
失
説
の
立
場
を
と
る
な
ら
ば
、
重
い
結
果
の
発
生
に
つ
い
て
過
失
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
と
の
関
係
で
、
固
有

の
危
険
性
の
実
現
と
し
て
の
重
い
結
果
は
、
基
本
犯
（
故
意
犯
）
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
客
観
的
注
意
義
務
違

（78-３- ）353 7

結果的加重犯と責任主義（井上）



反
の
結
果
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
重
い
結
果
を
発
生
さ
せ
る
よ
う
な
危
険
性
の
あ
る
故
意
行
為
を
実
行
し
、
そ
こ
か

ら
実
際
に
重
い
結
果
を
発
生
さ
せ
た
者
は
、
故
意
行
為
を
実
行
し
て
い
る
の
と
同
時
に
、
発
生
し
た
重
い
結
果
と
の
関
係
で
は
客
観
的
注
意

義
務
に
も
違
反
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
、
固
有
の
危
険
性
を
有
す
る
行
為
の
故
意
的
実
行

が
同
時
に
発
生
し
た
重
い
結
果
に
つ
い
て
の
客
観
的
注
意
義
務
違
反
で
も
あ
り
う
る
と
い
う
点
こ
そ
が
、
故
意
犯
と
過
失
犯
と
の
密
接
不
可

分
な
（
内
的
に
結
合
し
た
）
混
合
形
態
と
し
て
の
結
果
的
加
重
犯
と
通
常
の
過
失
犯
を
区
別
す
る
重
要
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
と
言
え
よ

う
」
と17

）。

ま
た
、
井
田
良
は
、
危
険
性
説
に
立
ち
つ
つ
、
客
観
的
注
意
義
務
違
反
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
な
る
主
観
的
要
件
を
要
求
す
る
。
即
ち
、

結
果
的
加
重
犯
に
つ
い
て
は
、
基
本
犯
に
、
重
い
結
果
に
つ
い
て
の
過
失
犯
を
加
算
し
た
以
上
の
犯
罪
実
体
を
観
念
す
べ
き
」
と
し
、

結

果
的
加
重
犯
と
は
、
単
に
故
意
犯
と
過
失
犯
と
を
結
合
し
た
も
の
で
は
な
く
、
基
本
行
為
が
重
い
結
果
発
生
の
危
険
性
を
現
実
的
に
含
ん
で

い
る
と
い
う
意
味
で
具
体
的
に
危
険
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
危
険
を
重
い
結
果
と
し
て
直
接
的
に
実
現
さ
せ
た
点
で
、
単
な
る
過
失
犯
よ
り

も
結
果
と
の
関
係
が
よ
り
密
接
な
犯
罪
で
あ
る
」
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
結
果
的
加
重
犯
の
加
重
処
罰
の
根
拠
は
、

基
本
犯
の
構
成
要
件

該
当
行
為
の
持
つ
危
険
性
が
そ
の
ま
ま
結
果
に
実
現
し
た
と
こ
ろ
」
に
あ
る
と
し
、
主
観
的
要
件
と
し
て
、
少
な
く
と
も
「
重
い
結
果
を
発

生
さ
せ
た
基
本
行
為
の
高
度
の
危
険
性
を
基
礎
づ
け
る
事
情
を
認
識
」
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る18

）。

さ
ら
に
、
内
田
浩
は
、
危
険
性
説
の
具
体
化
を
志
向
し
、
主
観
的
要
件
と
し
て
重
過
失
を
要
求
す
る
。
即
ち
、

結
果
的
加
重
犯
に
は
、

故
意
基
本
犯
と
過
失
結
果
犯
と
の
観
念
的
競
合
に
よ
っ
て
は
カ
ヴ
ァ
ー
し
き
れ
な
い
『
固
有
の
不
法
内
容
』
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
各
基

本
犯
に
認
め
ら
れ
る
『
重
い
結
果
発
生
の
類
型
的
で
高
度
な
危
険
』
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
危
険
が
現
実
に
重
い
結
果
に
実

現
し
た
場
合
に
の
み
、
当
該
結
果
的
加
重
犯
の
成
立
は
肯
定
さ
れ
る
。
…
…
結
果
的
加
重
犯
の
主
観
面
に
関
す
る
『
重
い
結
果
に
対
す
る
過

失
』
に
つ
い
て
本
書
が
正
当
と
考
え
た
立
場
は
、
す
べ
て
の
結
果
的
加
重
犯
に
共
通
し
て
『
重
過
失
（
軽
率
）』
を
要
求
す
る
立
場
で
あ
る
。

基
本
犯
に
認
め
ら
れ
る
危
険
の
『
重
い
結
果
へ
の
実
現
』
は
事
後
的
に
な
さ
れ
る
客
観
的
帰
属
の
判
断
で
あ
る
が
、
そ
の
前
段
を
な
す
基
本
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犯
に
認
め
ら
れ
る
『
重
い
結
果
発
生
の
類
型
的
で
高
度
な
危
険
』
は
行
為
時
に
画
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
の
危
険

を
主
観
面
に
投
影
す
る
過
失
も
そ
れ
に
と
も
な
い
特
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
」
と19

）。

こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
で
は
、
近
時
、
危
険
性
説
が
有
力
に
主
張
さ
れ
、
さ
ら
な
る
責
任
主
義
と
の
調
和
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

基
本
的
な
理
念
と
し
て
、
危
険
性
説
は
一
定
の
妥
当
性
を
有
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
残
さ
れ
た
課
題
は
、
こ
こ
で
展
開
さ
れ
た
危
険
性
説

に
よ
る
不
法
内
容
の
明
確
化
と
主
観
的
要
件
の
拡
充
に
よ
っ
て
、
結
果
的
加
重
犯
が
責
任
主
義
と
完
全
に
調
和
す
る
に
至
っ
た
か
ど
う
か
を

精
査
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
章
を
改
め
て
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
と
の
比
較
に
お
い
て
検
証
す
る
こ
と
に
す
る
。

Ⅱ

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
問
題
状
況

一

故
意
と
過
失
の
区
別

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
通
常
、
故
意
を
一
般
故
意
（d

o
l g
en
era

l

）
と
特
別
故
意
（d

o
l sp

ecia
l

）
に
分
け
て
検
討
す
る20

）。

ま
ず
、
一
般
故
意
は
、
全
て
の
故
意
犯
に
共
通
の
も
の
と
さ
れ
、

刑
罰
法
規
に
違
反
す
る
認
識
を
も
っ
て
あ
る
行
為
を
実
行
す
る
意
思
」

と
定
義
さ
れ
る21

）。

他
方
、
特
別
故
意
は
、
一
定
の
犯
罪
に
つ
い
て
立
法
者
が
特
に
要
求
す
る
も
の
で
、
結
果
の
発
生
が
要
求
さ
れ
る
犯
罪
に
お
け
る
結
果
発

生
の
意
欲
が
そ
の
典
型
で
あ
る22

）。
従
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
特
別
故
意
は
、

刑
罰
法
規
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
た
一
定
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
よ

う
と
す
る
意
図
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る23

）。

ち
な
み
に
、
未
必
の
故
意
（d

o
l ev

en
tu
el

）
は
、

行
為
者
が
結
果
を
予
見
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
意
欲
し
て
い
な
い
場
合
」
と
解
さ

れ
て
お
り24

）、
例
え
ば
、C

E
D
R
A
S

に
よ
れ
ば
、

自
己
の
行
為
が
他
者
に
と
っ
て
危
険
で
あ
る
と
知
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
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当
該
行
為
に
着
手
し
、
し
か
も
損
害
結
果
を
全
く
望
ん
で
い
な
い
者
の
精
神
状
態
」
と
定
義
さ
れ
る25

）。
こ
れ
を
上
述
の
故
意
の
定
義
に
照
ら

し
て
み
る
な
ら
ば
、
未
必
の
故
意
の
場
合
に
は
、
特
別
故
意
が
欠
落
す
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
わ
が
国
と
異
な
り
、
未

必
の
故
意
は
、
過
失
と
し
て
扱
わ
れ
る26

）。
新
刑
法
典
総
則
に
よ
る
過
失
犯
規
定
の
改
正27

）、
各
則
に
よ
る
加
重
類
型
の
創
設28

）を
未
必
の
故
意
の

立
法
化
と
み
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
が29

）、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
新
刑
法
典
の
下
で
も
基
本
的
に
未
必
の
故
意
が
故
意
犯
を
基
礎
づ

け
え
な
い
点
に
変
わ
り
は
な
い
。

二

超
過
さ
れ
た
故
意
」

１

超
過
さ
れ
た
故
意
」
と
結
果
的
加
重
犯

超
過
さ
れ
た
故
意
（d

o
l d
ep
a
sse

o
u d

o
l p
ra
eterin

ten
tio
n
n
el

）」
と
は
、
生
じ
た
結
果
が
行
為
者
の
意
図
を
越
え
る
場
合
を
指
す

も
の
で30

）、
行
為
者
は
、
原
則
と
し
て
、
自
己
の
行
為
か
ら
生
じ
た
結
果
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
い
と
さ
れ
る31

）。
例
え
ば
、
傷
害
の
故
意
を

も
っ
て
妊
婦
を
殴
打
し
、
妊
娠
中
絶
を
惹
起
す
る
場
合
、
当
該
結
果
を
望
ん
で
い
な
か
っ
た
行
為
者
は
堕
胎
罪
に
は
問
わ
れ
え
な
い32

）。

も
っ
と
も
、
一
九
世
紀
初
頭
の
判
例
は
、
故
意
の
暴
行
か
ら
意
図
し
て
い
な
い
死
亡
結
果
が
生
じ
た
事
案
で
、
間
接
故
意
の
構
成
を
採
用

し
、
広
く
故
意
犯
の
成
立
を
肯
定
し
て
い
た
が33

）、
こ
の
判
例
の
傾
向
に
対
し
て
は
学
説
の
批
判
が
強
い34

）。

こ
の
問
題
は
、
立
法
的
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
即
ち
、
一
八
三
二
年
四
月
二
八
日
の
改
正
で
、
刑
法
第
三
〇
九
条
に
第
四
項
が

追
加
さ
れ
、

死
を
も
た
ら
す
意
図
な
く
、
故
意
に
な
さ
れ
た
殴
打
ま
た
は
暴
行
が
、
死
の
結
果
を
惹
起
し
た
場
合
は
、
有
期
懲
役
刑
に
処

す
る
」
と
す
る
傷
害
致
死
罪
が
創
設
さ
れ
た35

）。

上
記
の
よ
う
に
、

故
意
を
越
え
た
犯
罪
」
に
つ
い
て
は
、
立
法
者
が
い
わ
ゆ
る
結
果
的
加
重
犯
規
定
を
置
く
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
、

傷
害
致
死
罪
の
よ
う
に
、
傷
害
罪
と
故
殺
罪
の
中
間
的
刑
罰
が
規
定
さ
れ
る
場
合
と36

）、
本
来
的
意
味
に
お
け
る
故
意
犯
と
同
様
に
処
罰
す
る
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場
合
が
あ
る
が37

）、
学
説
は
基
本
的
に
中
間
的
刑
罰
の
創
設
に
好
意
的
で
あ
る38

）。
そ
の
際
、
刑
の
個
別
化
が
実
現
可
能
で
あ
る
点
も
論
拠
と
し

て
挙
げ
ら
れ
る39

）。

２

結
果
的
加
重
犯
規
定
の
解
釈

こ
こ
で
は
、
典
型
的
な
結
果
的
加
重
犯
で
あ
る
傷
害
致
死
罪
を
取
り
上
げ
て
、
結
果
的
加
重
犯
の
成
立
要
件
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
傷
害

致
死
事
例
に
お
い
て
は
、
加
重
結
果
に
故
意
が
及
ん
で
い
な
い
た
め
故
殺
罪
で
処
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
即
ち
、
故
殺
罪
は
特
別
故
意

が
必
要
な
犯
罪
類
型
で
あ
り
、
死
を
惹
起
し
う
る
暴
行
を
行
う
認
識
の
他
に
、
殺
害
す
る
意
思
も
必
要
と
さ
れ
る40

）。
そ
こ
で
、
加
重
結
果
を

捕
捉
し
、
傷
害
罪
と
故
殺
罪
の
中
間
的
刑
罰
を
設
け
て
い
る
の
が
、
結
果
的
加
重
犯
た
る
傷
害
致
死
罪
で
あ
る
。

ま
ず
、
加
重
結
果
の
原
因
と
な
る
故
意
行
為
の
存
在
、
即
ち
、
故
意
に
よ
る
傷
害
、
殴
打
ま
た
は
暴
行
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い41

）。
こ
の
要

件
は
、
過
失
致
死
罪
と
区
別
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
故
意
行
為
と
加
重
結
果
の
因
果
関
係
、
即
ち
、
傷
害
行
為
と
死
亡
結
果
の
因
果
関
係
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
際
、
加
重
結
果
が
発

生
す
る
ま
で
の
時
間
経
過
や
被
害
者
の
体
質
等
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い42

）。
こ
の
こ
と
か
ら
察
す
る
に
、
基
本
犯
と
加
重

結
果
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
条
件
説
的
な
理
解
が
支
配
的
と
い
え
る
。
し
か
し
、
責
任
主
義
を
貫
徹
す
る
た
め
に
加
重
結
果
に
対
す
る
行
為

者
の
予
見
可
能
性
を
要
求
す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る43

）。

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
故
殺
罪
と
傷
害
致
死
罪
の
関
係
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
故
殺
罪
に
特
別
故
意
が
要
求
さ

れ
、
故
殺
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
行
為
者
に
よ
る
死
亡
結
果
の
意
欲
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
一
般
故
意
は
あ
る
が
特
別
故
意
が

否
定
さ
れ
る
場
合
、
例
え
ば
、
死
亡
結
果
に
関
し
て
未
必
の
故
意
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
故
殺
罪
は
成
立
せ
ず
、
傷
害
致
死
罪
が
成
立

す
る
。
こ
の
点
は
、
わ
が
国
の
結
果
的
加
重
犯
論
と
大
き
く
射
程
を
異
に
す
る
。
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結

論

以
上
、
結
果
的
加
重
犯
を
め
ぐ
る
わ
が
国
と
フ
ラ
ン
ス
の
問
題
状
況
を
み
て
き
た
が
、
こ
こ
で
改
め
て
結
果
的
加
重
犯
と
責
任
主
義
の
問

題
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
学
説
の
多
数
は
、
加
重
結
果
に
対
す
る
過
失
な
い
し
は
予
見
可
能
性
を
要
求
し
て
お
り
、
こ
れ

に
よ
り
、
結
果
責
任
を
回
避
す
る
と
い
う
点
で
の
責
任
主
義
の
要
請
は
充
た
し
て
い
る
と
い
え
る
。

問
題
は
、
結
果
的
加
重
犯
の
刑
の
重
さ
と
行
為
者
の
責
任
が
均
衡
し
て
い
る
か
否
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
近
時
有

力
に
展
開
さ
れ
て
い
る
危
険
性
説
が
参
考
に
な
る
。
危
険
性
説
が
、
基
本
犯
の
有
す
る
危
険
の
加
重
結
果
へ
の
実
現
と
い
う
、
結
果
的
加
重

犯
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
直
接
性
の
要
件
を
導
出
し
、
加
重
結
果
の
射
程
ひ
い
て
は
結
果
的
加
重
犯
の
成
立
範
囲
を

限
定
し
た
点
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
危
険
性
説
に
よ
る
結
果
的
加
重
犯
の
構
造
分
析
は
基
本
的
に
妥
当
と
い
え
る
。

し
か
し
、
危
険
性
説
の
前
提
と
す
る
結
果
的
加
重
犯
の
不
法
内
容
が
結
果
的
加
重
犯
の
刑
の
重
さ
を
完
全
に
説
明
で
き
て
い
る
か
否
か
に

つ
い
て
は
別
途
検
討
を
要
す
る
。
こ
の
点
、
基
本
犯
に
と
ど
ま
る
場
合
と
基
本
犯
に
よ
っ
て
生
じ
た
危
険
が
実
現
し
た
場
合
と
で
、
基
本
犯

自
体
に
つ
い
て
常
に
後
者
の
違
法
性
が
高
い
と
い
え
る
の
か
は
若
干
疑
問
が
残
る
。
素
直
に
考
え
れ
ば
、
後
者
の
場
合
に
違
法
性
が
高
い
の

は
、
基
本
犯
部
分
で
高
度
な
危
険
性
を
惹
起
し
た
か
ら
と
い
う
よ
り
も
端
的
に
結
果
が
発
生
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
基
本
犯
の
厳
格
解
釈
で

対
応
で
き
る
範
囲
に
も
自
ず
と
限
界
が
あ
る
。
結
局
、
不
法
の
内
容
を
客
観
的
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
傷
害
致
死
罪
が
過
失
致
死
罪
や
殺
人
罪

と
区
別
さ
れ
る
の
は
、
行
為
者
の
主
観
面
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。

他
方
、
フ
ラ
ン
ス
に
目
を
向
け
る
と
、
結
果
的
加
重
犯
に
お
け
る
基
本
犯
と
加
重
結
果
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
判
例
・
多
数
説
は
、
条
件

説
的
な
理
解
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
責
任
主
義
の
観
点
か
ら
は
首
肯
し
が
た
く
、
加
重
結
果
に
対
し
て
過
失
を
要
求

す
る
少
数
説
の
見
解
が
支
持
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
、
結
果
的
加
重
犯
の
刑
の
重
さ
と
行
為
者
の
責
任
と
い
う
点
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
議
論
は
き
わ
め
て
有
益
な
示
唆
を
も
た
ら
す
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
意
思
説
が
広
く
採
用
さ
れ
、
故
意
犯
の
成
立
範
囲
が
理
論
上
厳
格
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
未
必
の
故
意

が
過
失
と
し
て
扱
わ
れ
、
例
え
ば
、
傷
害
致
死
事
例
に
お
い
て
は
、
加
重
結
果
に
対
し
て
未
必
の
故
意
が
あ
る
場
合
も
、
傷
害
致
死
罪
の
射

程
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

わ
が
国
で
も
、
加
重
結
果
に
対
し
て
単
純
過
失
で
は
な
く
、
重
過
失
を
要
求
す
る
見
解
は
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
、
例
え
ば
、

傷
害
致
死
罪
や
「
傷
害
の
罪
と
比
較
し
て
、
重
い
刑
に
よ
り
処
断
」
さ
れ
る
類
型
の
上
限
の
高
さ
を
説
明
す
る
こ
と
は
一
定
程
度
可
能
に
な

る
。実

務
に
お
け
る
未
必
の
故
意
概
念
の
弛
緩
傾
向
、
そ
れ
に
伴
う
故
意
犯
の
成
立
範
囲
の
拡
大
傾
向
に
鑑
み
れ
ば
、
故
意
責
任
の
本
来
の
形

と
も
い
え
る
意
思
説
的
理
解
に
立
ち
戻
り
、
責
任
主
義
の
貫
徹
が
志
向
さ
れ
る
べ
き
時
期
に
来
て
い
る
と
も
い
え
る
。
こ
の
発
想
を
結
果
的

加
重
犯
の
解
釈
に
も
及
ぼ
す
な
ら
ば
、
例
え
ば
、
死
亡
結
果
を
行
為
者
が
意
欲
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
は
殺
人
罪
の
成
立
を
否
定
し
、
死

亡
結
果
に
つ
い
て
未
必
の
故
意
し
か
有
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
を
各
結
果
的
加
重
犯
類
型
で
処
断
す
る
と
い
う
方
策
も
考
え
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
、
多
く
の
結
果
的
加
重
犯
類
型
に
お
い
て
、
刑
の
上
限
の
問
題
が
未
必
の
故
意
を
取
り
込
む
こ
と
で
仮
に
説
明
で
き
た
と
し
て

も
、
こ
の
こ
と
が
全
て
の
類
型
で
妥
当
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
他
方
で
、
刑
の
下
限
の
高
さ
の
問
題
は
依
然
と
し
て
未
解
決
の
ま
ま
で

あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
結
果
的
加
重
犯
と
責
任
主
義
の
問
題
に
解
釈
論
で
対
応
す
る
に
は
自
ず
か
ら
限
界
が
あ
る
。
結
果
的
加
重
犯
が
責
任

主
義
の
例
外
と
呼
ば
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
、
各
結
果
的
加
重
犯
類
型
の
法
定
刑
の
引
き
下
げ
が
急
務
で
あ
ろ
う
。

１
）

加
重
結
果
に
故
意
が
及
ぶ
場
合
を
結
果
的
加
重
犯
と
呼
ぶ
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
議
論
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
を
結
果
的
加
重
犯
と
し
て
議

論
す
る
特
段
の
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
本
稿
で
は
こ
の
点
は
考
察
対
象
か
ら
除
外
す
る
。
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２
）

こ
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
丸
山
雅
夫
『
結
果
的
加
重
犯
論
』

一
九
九
〇
年
）
六
九

九
一
頁
。
な
お
、
香
川
達
夫
『
結
果
的
加
重
犯

の
本
質
』

一
九
七
八
年
）
六
七

六
八
頁
参
照
。

（
３
）

こ
れ
ら
の
判
例
は
、
条
件
説
に
立
た
な
く
と
も
、
行
為
時
に
存
在
す
る
全
事
情
を
判
断
基
底
に
取
り
込
む
相
当
因
果
関
係
説
客
観
説
で
あ
れ
ば
説
明

可
能
で
は
あ
る
。

４
）

そ
の
他
、
過
失
不
要
説
に
立
つ
最
高
裁
判
例
と
し
て
は
、
最
高
裁
昭
和
二
六
（
一
九
五
一
）
年
九
月
二
〇
日
判
決
（
刑
集
五
・
一
〇
・
一
九
三
七
）、

最
高
裁
昭
和
三
二
（
一
九
五
七
）
年
二
月
二
六
日
判
決
（
刑
集
一
一
・
二
・
九
〇
六
）、
及
び
、
最
高
裁
昭
和
三
六
（
一
九
六
一
）
年
一
月
一
〇
日
判
決

（
刑
集
一
五
・
一
・
一
）
等
が
あ
る
。
例
え
ば
、
最
高
裁
昭
和
三
二
年
二
月
二
六
日
判
決
は
、
被
告
人
の
被
害
者
に
対
す
る
頸
部
扼
圧
の
暴
行
が
間
接
的
誘

因
と
な
っ
て
同
人
の
シ
ョ
ッ
ク
死
を
惹
起
し
た
と
い
う
事
案
で
、

原
判
示
の
よ
う
な
因
果
関
係
の
存
す
る
以
上
被
告
人
に
お
い
て
致
死
の
結
果
を
予
め

認
識
す
る
こ
と
の
可
能
性
あ
る
場
合
で
な
く
て
も
被
告
人
の
判
示
所
為
が
傷
害
致
死
罪
を
構
成
す
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
」
と
し
て
い
る
。

（
５
）

そ
の
他
、
条
件
説
的
な
立
場
を
示
す
最
高
裁
判
例
と
し
て
、
最
高
裁
昭
和
二
二
（
一
九
四
七
）
年
一
一
月
一
四
日
判
決
（
集
刑
一
・
六
）、
及
び
、
最

高
裁
昭
和
三
六
（
一
九
六
一
）
年
一
一
月
二
一
日
決
定
（
刑
集
一
五
・
一
〇
・
一
七
三
一
）
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
最
高
裁
昭
和
二
二
年
一
一
月
一

四
日
判
決
は
、
傷
害
致
死
の
事
案
で
、

あ
る
行
為
が
原
因
と
な
つ
て
、
あ
る
結
果
を
發
生
し
た
場
合
に
、
其
行
為
の
み
で
結
果
が
發
生
し
た
の
で
は
無

く
て
、
他
の
原
因
と
相
ま
つ
て
結
果
が
發
生
し
た
場
合
で
も
其
行
為
は
結
果
の
發
生
に
原
因
を
與
へ
た
も
の
と
言
ふ
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
被
害
者
の
體
質

が
上
告
論
旨
の
如
く
、
普
通
人
よ
り
も
脆
弱
で
あ
る
為
に
死
亡
し
た
も
の
だ
と
し
て
も
、
原
判
決
の
認
定
し
た
被
告
人
の
行
為
は
傷
害
致
死
の
原
因
と
な

つ
た
も
の
だ
と
認
定
す
る
こ
と
は
正
當
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。

６
）

西
台
満
「
結
果
的
加
重
犯
と
責
任
主
義
」
秋
田
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
人
文
科
学
・
社
会
科
学
三
一
集
（
一
九
八
一
年
）

二
六
）頁
以
下
も
参
照
。

７
）

植
松
正
『
全
訂
刑
法
概
論
Ⅰ
総
論
』
（
一
九
六
六
年
）
一
二
八

一
二
九
頁
。

８
）

藤
木
英
雄
『
刑
法
講
義
総
論
』

一
九
七
五
年
）
九
三
、
二
〇
〇

二
〇
一
頁
。

９
）

こ
の
点
、
香
川
・
前
掲
注
（
2
）
九
八

九
九
、
二
二
六
頁
は
、
相
当
因
果
関
係
の
枠
内
に
あ
っ
て
、
人
の
生
命
ま
た
は
身
体
と
い
う
重
大
な
法
益
に

対
し
侵
害
を
も
た
ら
し
た
こ
と
が
刑
の
加
重
根
拠
で
あ
る
と
し
、
重
い
結
果
と
の
関
連
で
過
失
の
不
要
論
を
展
開
す
る
。

10
）

浅
田
和
茂
『
刑
法
総
論
〔
補
正
版
〕』

二
〇
〇
七
年
）
二
七
七

二
七
八
頁
、
大
谷
實
『
刑
法
講
義
総
論
〔
新
版
第
３
版
〕』

二
〇
〇
九
年
）
二
一

一

二
一
二
頁
、
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
〔
第
3
版
〕』

一
九
九
〇
年
）
三
三
七
頁
、
内
藤
謙
『
刑
法
講
義
総
論
（
上
）』

一
九
八
三
年
）
二
六
三
、

二
七
四
頁
、
同
『
刑
法
講
義
総
論
（
下
）
Ⅰ
』

一
九
九
一
年
）
八
九
六
頁
、
林
幹
人
『
刑
法
総
論
〔
第
２
版
〕』

二
〇
〇
八
年
）
二
三
九
頁
、
福
田
平

『
全
訂
刑
法
総
論
〔
第
３
版
増
補
〕』

二
〇
〇
一
年
）
八
一
頁
注
（
二
）、
山
口
厚
『
刑
法
総
論
〔
第
２
版
〕』

二
〇
〇
七
年
）
一
八
八
頁
、
山
中
敬
一

『
刑
法
総
論
〔
第
２
版
〕』

二
〇
〇
八
年
）
一
七
三

一
七
四
頁
等
。

11
）

旧
刑
法
に
は
、
結
果
的
加
重
犯
に
関
す
る
一
般
規
定
は
な
く
、
傷
害
致
死
罪
等
の
各
則
規
定
が
存
在
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
旧
刑
法
第
二
九
九
条
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「
人
ヲ

打
創
傷
シ
因
テ
死
ニ
致
シ
タ
ル
者
ハ
重
懲
役
ニ
處
ス
」。
ち
な
み
に
、B

O
IS
S
O
N
A
D
E

の
手
に
よ
る
日
本
帝
国
刑
法
草
案
第
三
三
四
条
は
、

傷
害
致
死
罪
に
つ
き
、

殴
打
、
傷
害
ま
た
は
暴
行
が
死
を
惹
起
し
た
が
、
行
為
者
に
死
を
も
た
ら
す
故
意
が
な
か
っ
た
場
合
、
重
懲
役
に
処
す
」
と
規

定
し
て
い
る
。
な
お
、
そ
の
注
釈
で
、B

O
IS
S
O
N
A
D
E

は
、
傷
害
致
死
の
例
と
し
て
、
被
害
者
の
体
質
が
特
に
弱
か
っ
た
た
め
に
死
の
結
果
が
生
じ

た
場
合
を
挙
げ
て
い
る

B
O
IS
S
O
N
A
D
E
,
G
u
sta
v
e,
P
ro
jet rev

ise
d
e co

d
e p

en
a
l p
o
u
r l’em

p
ire d

u
 
Ja
p
o
n
 
a
cco

m
p
a
g
n
e
d
’u
n
 
co
m
-

m
en
ta
ire,

1886,
p
p
.887,

891

）。

12
）

福
田
・
前
掲
注

10
）八
一
頁
注
（
二
）
は
、

わ
が
改
正
刑
法
草
案
は
、
重
い
結
果
を
『
予
見
す
る
こ
と
が
不
能
で
あ
っ
た
と
き
は
、
加
重
犯
と
し
て

処
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
』

同
二
二
条
）
と
規
定
し
て
い
る
が
、
近
時
の
立
法
の
線
に
沿
っ
て
過
失
を
要
求
し
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
単
に
一
般
的

な
予
見
可
能
性
を
必
要
と
し
た
も
の
か
が
あ
き
ら
か
で
な
い
」
と
す
る
。
ま
た
、
平
野
龍
一
『
刑
法
総
論
Ⅰ
』

一
九
七
二
年
）
五
六
頁
で
は
、
改
正
刑

法
準
備
草
案
第
二
一
条
に
つ
い
て
、

責
任
主
義
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
刑
法
を
客
観
化
す
べ
き
だ
と
す
る
人
た
ち
の
反
対
が
あ
っ
た
。
草

案
が
、『
結
果
を
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
場
合
に
限
り
処
罰
す
る
』
と
い
う
規
定
に
し
な
い
で
、『
結
果
を
予
見
す
る
こ
と
が
不
能
で
あ
っ
た
と
き
』
と

い
う
規
定
に
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
反
対
を
考
慮
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
の
趣
旨
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
予
見
が
不
可
能
で
あ
っ
た

こ
と
を
被
告
人
が
立
証
し
な
い
限
り
重
い
結
果
に
つ
い
て
も
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
責
任
主
義
と
し
て

は
ま
だ
不
徹
底
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。

13
）

法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
『
改
正
刑
法
草
案

附
同
説
明
書
』

一
九
七
二
年
）
一
一
四
頁
。

14
）

法
務
省
刑
事
局
編
『
刑
法
全
面
改
正
の
検
討
と
そ
の
解
説
』

一
九
七
六
年
）
四
三

四
四
頁
。

15
）

藤
木
・
前
掲
注

８
）二
〇
一
頁
も
、

改
正
刑
法
草
案
が
予
見
可
能
性
を
要
求
し
て
い
る
の
は
、
相
当
因
果
関
係
を
要
求
す
る
趣
旨
と
解
す
る
こ
と
も

で
き
る
」
と
し
て
い
る
。

16
）

危
険
性
だ
け
が
刑
の
加
重
を
基
礎
づ
け
る
特
有
の
原
理
で
は
な
い
と
し
て
危
険
性
説
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
、
香
川
・
前
掲
注

２
）九
八
頁
が
あ

る
。

17
）

丸
山
・
前
掲
注

２
）二
三
〇

二
三
一
頁
。

18
）

井
田
良
『
刑
法
総
論
の
理
論
構
造
』

二
〇
〇
五
年
）
四
二
五

四
二
九
頁
。

19
）

内
田
浩
『
結
果
的
加
重
犯
の
構
造
』

二
〇
〇
五
年
）
三
二
六

三
三
〇
頁
。

20
）

フ
ラ
ン
ス
刑
法
に
お
け
る
故
意
論
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
井
上
宜
裕
「
フ
ラ
ン
ス
刑
法
に
お
け
る
未
必
の
故
意
」
法
政
研
究
七
六
巻
四
号
（
二
〇
一

〇
年
）
五
四
六

五
四
八
頁
参
照
。

21
）

D
E
S
P
O
R
T
E
S
,
F
red

eric,
L
E
 
G
U
N
E
H
E
C
,
F
ra
n
cis,

D
ro
it p

en
a
l g
en
era

l,
16

ed
.,
2009,

p
.435;

S
T
E
F
A
N
I,
G
a
sto
n
,
L
E
V
A
S
-

S
E
U
R
,
G
eo
rg
es,

B
O
U
L
O
C
,
B
ern

a
rd
,
D
ro
it p

en
a
l g
en
era

l,
20

ed
.,
2007,

p
.244.
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22
）

D
E
S
P
O
R
T
E
S
＝
L
E G

U
N
E
H
E
C
,
o
p
.
cit.(n

o
te 21),

p
p
.437

438;
M
A
D
R
A
Y
,
G
ilb
ert,

L
e d
o
l ev

en
tu
el,
R
ID
P
,
1938,

p
p
.222

223;

S
T
E
F
A
N
I ＝
L
E
V
A
S
S
E
U
R
＝
B
O
U
L
O
C
,
o
p
.
cit.(n

o
te 21),

p
.244.

23
）

D
E
S
P
O
R
T
E
S
＝
L
E
 
G
U
N
E
H
E
C
,
o
p
.
cit.(n

o
te
 
21),

p
p
.420

421.

ま
た
、M

E
R
L
E
,
R
o
g
er,

V
IT
U
,
A
n
d
re,

T
ra
ite

d
e
 
d
ro
it

 
crim

in
el,
T
o
m
e 1,

7
ed
.,
1997,

p
.749

も
、
特
別
故
意
を
、

立
法
者
が
特
定
の
結
果
の
発
生
を
概
し
て
処
罰
対
象
と
し
て
い
る
い
く
つ
か
の
犯
罪
に

つ
い
て
、
そ
の
構
成
要
素
と
し
て
個
々
の
規
定
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
、
精
確
な
意
図
」
と
定
義
す
る
。
な
お
、D

E
C
O
C
Q
,
A
n
d
re,

D
ro
it
 
p
en
a
l

 
g
en
era

l,
1971,

p
p
.208,

217
218

は
、
一
般
故
意
と
特
別
故
意
の
分
類
を
否
定
し
、
特
別
故
意
の
概
念
を
定
義
す
る
の
は
困
難
で
あ
り
、
こ
れ
を
一
般

故
意
に
解
消
す
べ
き
と
す
る
。

24
）

B
O
U
Z
A
T
,
P
ierre,

In
fra
ctio

n
,
R
ep
erto

ire d
e d

ro
it p

en
a
l et d

e p
ro
ced

u
re p

en
a
le,

T
o
m
e 2,

1968,
p
.6;

D
E
S
P
O
R
T
E
S
＝
L
E

 
G
U
N
E
H
E
C
,
o
p
.
cit.(n

o
te 21),

p
.446;

D
U
V
A
L
,
R
a
o
u
l,
D
u d

o
l ev

en
tu
el,
1900,

p
p
.12

13;
L
E G

U
N
E
H
E
C
,
F
ra
n
cis,

É
lem

en
t m

o
ra
l

 
d
e l’in

fra
ctio

n
,
J-C

l p
en
a
l,
A
rt.121

3,
2002,

p
p
.11

12;
M
E
R
L
E
＝
V
IT
U
,
o
p
.
cit.(n

o
te 23),

p
.753.

な
お
、R

O
U
X
,
J.-A

.,
C
o
u
rs d

e
 

d
ro
it crim

in
el fra

n
ça
is,
T
o
m
e 1,

2
ed
.,
1927,

p
.160

参
照
。
ま
た
、
未
必
の
故
意
（d

o
l ev

en
tu
el

）
の
精
確
な
定
義
の
必
要
性
を
強
調
す
る
も

の
と
し
て
、M

A
R
T
IN
-H
O
C
Q
U
E
N
G
H
E
M
,
É
ric,

L
e d

o
l ev

en
tu
el,

d
a
n
s L

iv
re d

u b
icen

ten
a
ire d

u C
o
d
e p

en
a
l et C

o
d
e d

’in
stru

c-

tio
n crim

in
elle,

2010,
p
p
.445 et ss.

参
照
。

25
）

C
E
D
R
A
S
,
Jea

n
,
L
e d

o
l ev

en
tu
el:

a
u
x lim

ites d
e l’in

ten
tio
n
,
D
.
1995,

3
ca
h
ier,

ch
r.,
p
.18.

26
）

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
未
必
の
故
意
概
念
に
つ
い
て
は
、
井
上
・
前
掲
注
（
20
）
五
四
八
頁
以
下
参
照
。

27
）

刑
法
第
一
二
一

三
条
第
二
項
「
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
律
が
定
め
る
場
合
、
不
注
意
、
懈
怠
、
ま
た
は
、
他
者
の
身
体
を
意
図
的
に
危

険
に
さ
ら
す
と
き
は
、
軽
罪
に
な
る
」。

28
）

刑
法
第
二
二
一

六
条
第
一
項
「
不
熟
練
、
軽
率
、
不
注
意
も
し
く
は
懈
怠
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
、
法
律
も
し
く
は
規
則
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
安
全

配
慮
義
務
ま
た
は
注
意
義
務
に
違
反
し
、
他
者
を
死
亡
さ
せ
る
行
為
は
、
故
意
に
よ
ら
な
い
殺
人
と
し
、
三
年
の
拘
禁
刑
及
び
四
五
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
罰

金
で
処
罰
す
る
」、
第
二
項
「
法
律
ま
た
は
規
則
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
安
全
配
慮
義
務
ま
た
は
注
意
義
務
に
意
図
的
に
違
反
す
る
場
合
に
は
、
五
年
の
拘

禁
刑
及
び
七
五
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
罰
金
で
処
罰
す
る
」、
第
二
二
二

一
九
条
第
一
項
「
不
熟
練
、
軽
率
、
不
注
意
も
し
く
は
懈
怠
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
、

法
律
も
し
く
は
規
則
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
安
全
配
慮
義
務
ま
た
は
注
意
義
務
に
違
反
し
、
三
ヶ
月
を
越
え
る
労
働
完
全
不
能
の
状
態
を
他
者
に
惹
起
す
る

行
為
は
、
二
年
の
拘
禁
刑
及
び
三
〇
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
罰
金
で
処
罰
す
る
」、
第
二
項
「
法
律
ま
た
は
規
則
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
安
全
配
慮
義
務
ま
た
は

注
意
義
務
に
意
図
的
に
違
反
す
る
場
合
、
三
年
の
拘
禁
刑
及
び
四
五
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
罰
金
で
処
罰
す
る
」、
第
二
二
三

一
条
「
法
律
ま
た
は
規
則
に

よ
っ
て
課
さ
れ
る
特
別
の
安
全
配
慮
義
務
ま
た
は
注
意
義
務
に
明
白
に
意
図
的
に
違
反
し
、
死
亡
ま
た
は
身
体
の
一
部
喪
失
も
し
く
は
永
続
的
な
障
害
を

惹
起
し
う
る
傷
害
の
急
迫
し
た
危
険
に
他
者
を
直
接
的
に
さ
ら
す
行
為
は
、
一
年
の
拘
禁
刑
及
び
一
五
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
罰
金
で
処
罰
す
る
」。
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29
）

井
上
・
前
掲
注
（
20
）
五
五
四
頁
参
照
。

30
）

A
N
D
R
É
,
C
h
risto

p
h
e,
D
ro
it p

en
a
l sp

ecia
l,
2010,

p
.108;

B
O
U
Z
A
T
,
o
p
.
cit.(n

o
te 24),

p
.6;

D
E
B
O
V
E
,
F
red

eric,
F
A
L
L
E
T
T
I,

F
ra
n
ço
is,
JA
N
V
IL
L
E
,
T
h
o
m
a
s,
P
recis d

e d
ro
it p

en
a
l et d

e p
ro
ced

u
re p

en
a
le,

3
ed
.,
2010,

p
.102;

D
E
S
P
O
R
T
E
S
＝
L
E
 
G
U
N
E
-

H
E
C
,
o
p
.
cit.(n

o
te 21),

p
.446;

G
A
T
T
E
G
N
O
,
P
a
trice,

D
ro
it p

en
a
l sp

ecia
l,
7
ed
.,
2007,

p
.46;

L
E G

U
N
E
H
E
C
,
o
p
.
cit.(n

o
te 24),

p
.

11;
S
T
E
F
A
N
I ＝
L
E
V
A
S
S
E
U
R
＝
B
O
U
L
O
C
,
o
p
.
cit.(n

o
te 21),

p
.248.

M
E
R
L
E
＝
V
IT
U

に
よ
れ
ば
、
故
意
を
越
え
た
犯
罪

d
elit p

ra
eter

 
in
ten

tio
n
n
el

）と
は
、

犯
罪
が
、
行
為
者
に
よ
っ
て
予
見
さ
れ
ま
た
は
予
見
さ
れ
え
た
結
果
よ
り
重
大
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
」
場
合
で
あ
る
と
さ
れ

る

M
E
R
L
E
＝
V
IT
U
,
o
p
.
cit.(n

o
te 23),

p
.753

）。

31
）

M
E
R
L
E
＝
V
IT
U
,
o
p
.
cit.(n

o
te 23),

p
.753;

S
T
E
F
A
N
I ＝
L
E
V
A
S
S
E
U
R
＝
B
O
U
L
O
C
,
o
p
.
cit.(n

o
te 21),

p
.248.

32
）

D
E
S
P
O
R
T
E
S
＝
L
E
 
G
U
N
E
H
E
C
,
o
p
.
cit.(n

o
te 21),

p
.446;

L
E
 
G
U
N
E
H
E
C
,
o
p
.
cit.(n

o
te 24),

p
.11.

33
）

例
え
ば
、
破
毀
院
刑
事
部
は
、
故
意
に
な
さ
れ
た
暴
行
ま
た
は
殴
打
か
ら
死
亡
結
果
が
生
じ
た
事
案
で
、

死
を
も
た
ら
し
た
殴
打
が
故
意
に
な
さ

れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
殺
害
は
故
意
的
で
あ
り
、
殴
打
が
死
を
も
た
ら
す
意
図
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
は
必
要
で
な
い
」
と
し
て
、
故
殺
の
成
立
を
肯

定
し
た
（C

rim
,
18 sep

t.
1828,

S
,
1828.

1.
376

）。C
rim

,
14 fev

.
1812,

S
,
1812,

1.
331;

C
rim

,
12 ju

illet 1819,
S
,
1819.

1.74

も
参
照
。

34
）

D
U
V
A
L
,
o
p
.
cit.(n

o
te 24),

p
.96

は
、
判
例
に
対
し
て
、
死
を
も
た
ら
し
う
る
暴
行
及
び
殴
打
を
す
る
意
思
と
殺
人
の
意
思
を
混
同
す
る
も
の
で
、

法
律
の
文
言
を
越
え
て
い
る
と
批
判
す
る
。

35
）

傷
害
致
死
罪
の
立
法
理
由
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

死
を
も
た
ら
す
こ
と
を
意
欲
し
な
か
っ
た
者
は
、
死
を
惹
起
し
た
傷
害
に
つ
い
て
は
責
任
を

負
う
と
し
て
も
、
予
謀
を
も
っ
て
、
ま
た
は
、
予
謀
は
な
く
と
も
故
殺
の
意
思
を
も
っ
て
殴
打
し
た
者
と
同
視
さ
れ
え
な
い
。
法
案
は
、
暴
行
を
行
っ
た

者
の
境
遇
を
当
該
暴
行
が
も
ち
う
る
帰
結
か
ら
切
り
離
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
暴
行
の
被
害
者
が
、
当
該
暴
行
が
被
害
者
の
生
命
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で

な
い
と
は
い
え
、
死
に
至
っ
た
場
合
、
暴
行
を
行
っ
た
者
は
有
期
懲
役
刑
に
処
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」（D

U
V
A
L
,
o
p
.
cit.(n

o
te 24),

p
.97

）。

36
）

刑
法
第
二
二
二

七
条
「
暴
行
に
よ
っ
て
死
が
惹
起
さ
れ
た
が
、
死
を
も
た
ら
す
故
意
が
な
か
っ
た
場
合
は
、
一
五
年
の
懲
役
で
処
罰
す
る
」、
第
二

二
一

一
条
「
故
意
に
他
人
を
殺
害
す
る
行
為
は
、
故
殺
と
す
る
。
故
殺
は
、
三
〇
年
の
懲
役
で
処
罰
す
る
」。

37
）

刑
法
第
二
二
二

一
四
条
第
一
項
「
一
五
歳
未
満
の
未
成
年
者
、
ま
た
は
、
年
齢
、
疾
病
、
身
体
障
害
、
身
体
的
欠
陥
、
精
神
的
欠
陥
も
し
く
は
妊

娠
状
態
に
よ
っ
て
著
し
く
脆
弱
な
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
も
し
く
は
行
為
者
に
よ
っ
て
そ
の
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
る
者
に
対
す
る
暴
行
は
、
以
下
の

区
分
に
従
っ
て
処
断
す
る
。
１

被
害
者
を
死
亡
さ
せ
た
と
き
は
、
三
〇
年
の
懲
役
、
２

身
体
の
一
部
喪
失
ま
た
は
永
続
的
な
障
害
を
惹
起
し
た
と
き
は
、

二
〇
年
の
懲
役
、
３

八
日
を
越
え
る
完
全
労
働
不
能
の
状
態
を
惹
起
し
た
と
き
は
、
一
〇
年
の
拘
禁
刑
及
び
一
五
〇
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
罰
金
、
４

八
日

を
越
え
る
完
全
労
働
不
能
の
状
態
に
至
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
五
年
の
拘
禁
刑
及
び
七
五
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
罰
金
」、
第
三
二
二

一
〇
条
第
一
項
「
第
三

二
二

六
条
に
定
め
る
犯
罪
〔
故
意
の
爆
発
、
火
災
に
よ
る
破
壊
等
〕
に
よ
っ
て
、
他
人
を
死
亡
さ
せ
た
場
合
は
、
無
期
懲
役
及
び
一
五
〇
〇
〇
〇
ユ
ー
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ロ
の
罰
金
で
処
罰
す
る
」。

38
）

例
え
ば
、JE

A
N
D
ID
IE
R

は
、

法
律
は
、
故
意
を
越
え
た
犯
罪
の
行
為
者
を
、
意
欲
さ
れ
た
結
果
に
対
応
す
る
刑
罰
と
生
じ
た
結
果
に
対
応
す

る
刑
罰
と
の
中
間
的
な
刑
罰
で
処
断
す
る
の
が
論
理
的
に
思
わ
れ
る
」
と
し
て
、
傷
害
致
死
罪
規
定
等
を
例
と
し
て
挙
げ
る
（JE

A
N
D
ID
IE
R
,W
il-

frid
,
D
ro
it p

en
a
l g
en
era

l,
2
ed
.,
1991,

p
p
.361

362

）。

39
）

D
U
V
A
L
,
o
p
.
cit.(n

o
te 24),

p
p
.98,

104,
124

125;
M
A
D
R
A
Y
,
o
p
.
cit.(n

o
te 22),

p
p
.211

212.

40
）

D
R
E
Y
E
R
,
E
m
m
a
n
u
el,

D
ro
it p

en
a
l sp

ecia
l,
2008,

p
.27 etc.

41
）

D
R
E
Y
E
R
,
o
p
.
cit.(n

o
te 40),

p
.74;

P
R
A
D
E
L
,
Jea

n
,
D
A
N
T
I-JU

A
N
,
M
ich
el,

D
ro
it p

en
a
l sp

ecia
l,
5
ed
.,
2010,

p
.56.

42
）

D
R
E
Y
E
R
,
o
p
.
cit.(n

o
te 40),

p
p
.74

75;
L
A
R
G
U
IE
R
,
Jea

n
,
C
O
N
T
E
,
P
h
ilip

p
e,
L
A
R
G
U
IE
R
,
A
n
n
e-M

a
rie,

D
ro
it p

en
a
l sp

ecia
l,

14
ed
.,
2008,

p
.39;

P
R
A
D
E
L
＝
D
A
N
T
I-JU

A
N
,
o
p
.
cit.(n

o
te 41),

p
.61;

V
É
R
O
N
,
M
ich
el,

D
ro
it p

en
a
l sp

ecia
l,
13

ed
.,
2010,

p
p
.54

55.

な
お
、
暴
行
の
前
か
ら
被
害
者
に
存
し
た
疾
患
と
相
俟
っ
て
死
亡
結
果
が
発
生
し
た
場
合
に
、
暴
行
と
致
死
結
果
の
間
に
因
果
関
係
を
認
め
た
判

例
と
し
て
、C

rim
.,
31 m

a
rs 1982,

G
a
z.P

a
l.,
1992,

II,
S
o
m
m
.357;

C
rim

.,
26 a

v
ril 1994,

D
r.p
en
a
l,
1994,

176

が
あ
る
。

43
）

JIM
E
N
E
Z D

E
 
A
S
U
A
,
L
u
is,
L
’in
fra
ctio

n p
reterin

ten
tio
n
n
elle,

R
S
C
,
1960,

p
p
.576

577.
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